
区役所ではねずみに関する相談の受付や、捕獲用かごの
貸し出しを行っています。ねずみの習性を知り、普段から
ねずみの住みにくい環境を整えることを心がけ、防除に
取り組みましょう。

問
合
せ

保健福祉課（保健衛生）
6576-9973　    6572-9514

12月から2月は
「ねずみ防除強調期間」です

固定資産税・都市計画税（第3期分）の納期限は、
12月25日（木）です。市税は、市政運営の原動力であり、
市民の皆様のために大切に活用させていただきます。市
税へのご理解と納期内の納付をお願いいたします。

固定資産税・都市計画税
（第3期分）納期限のお知らせ

問
合
せ

※問合せ可能日時：平日 9時～17時30分
4705-2941　    4705-2905

固定資産税（償却資産）について
船場法人市税事務所 固定資産税（償却資産）グループ

※問合せ可能日時：平日 9時～17時30分（金曜は9時～19時）

4395-2957（土地）、2958（家屋）
7777-4505

固定資産税・都市計画税（土地・家屋）について
弁天町市税事務所 固定資産税グループ

お知らせ

お住まいの校区以外の学校を希望された方には、最終希望調
査結果を通知します。（抽選となる場合は、公開抽選の日程等
もあわせて通知します）抽選結果については、12月下旬に発
送する就学通知書をもって通知に代えさせていただきます。
また、希望調査結果及び抽選結果は区のHPにも掲載します。

土地と家屋以外の事業用の有形固定資産をお持ちの方に償却
資産申告書または償却資産の申告をお知らせするハガキを送
付します。12月中に届かない場合は、お問い合わせください。

問
合
せ

窓口サービス課（住民情報）
6576-9963　    6576-9991

学校選択制の希望調査結果の公表
及び公開抽選等について

固定資産税（償却資産）に
関する申告書送付のお知らせ

会員の条件
●いきいき教室や保育所への送迎をしてほしい。
●就職活動や講習会に参加する時に子どもを預けたい。
●通院したり、少しだけ子どもと離れて
　リフレッシュしたい。など

利用内容

平日（7時～20時）…1時間800円
その他 ……………1時間900円

依頼会員の料金

ミニミニクリスマス会

子育て

港区子ども・子育てプラザ（磯路1-7-17）問
合
せ 6573-7792

12月19日（金）
➀10時15分～11時 ➁11時30分～12時15分
港区子ども・子育てプラザ 軽運動室
お話サークル「プー」による人形劇・うた
乳幼児親子
各時間 子ども25名（先着順）
電話、来館にて
申込開始:12月5日（金） 10時～

内容
対象

場所

定員
申込

日時

要申込
無 料

紙ねんどで
クリスマスケーキを作ろう!

12月24日（水） 14時30分～16時30分
港区子ども・子育てプラザ ランチルーム
紙ねんどを使って、
クリスマスケーキを作ります
小学生以上の児童　　　　 青井 順子氏　
12名（先着順）　　　　　　飲み物、タオル
電話、来館、HP にて
申込開始:12月10日（水） 10時～

内容

対象

場所

定員
講師

持ち物
申込

日時

要申込
先着順

先着順

無 料

ファミサポ（ファミリー・サポート・センター）とは、子育てを地域で支え合えるよう、
手助けをしてほしい人と、手助けができる人をつなぐシステムです。

大阪市ファミリー・サポート・センター事業を利用してみませんか？

●大阪市内在住の子ども
　（対象年齢＝生後3ヵ月～10歳未満）の保護者の方

依頼会員（子育ての手助けをしてほしい人）

利用方法
依頼会員が希望する利用内容を提供できる提供会員とペアリング（顔合わせ）を行い、お互いが納得すれば
ペア成立となります ※会員登録が必要です。

●大阪市内在住・19歳以上の方で、
　子どもの預かりや送迎ができる方
●提供会員養成講座とAEDの実技を含む
　普通救命救急講習を終了された方

提供会員（手助けができる人）

問合せ ファミリー・サポート・センター港支部　港区磯路1-7-17（港区子ども・子育てプラザ内）
（休館日：月曜日、祝日、年末年始）　開設時間：9時～17時30分6573-7796

※交通費・食事代・実費
　は別途必要

令和8年度から
●給与所得控除の見直しについて 
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与
収入金額190万円以下の方に対する最低保証額が最大
10万円引き上げられ、65万円になります。なお、給与収
入金額が190万円を超える場合の給与所得控除額に改
正はありません。

●扶養親族等の所得要件の見直しについて
一部の控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万
円引き上げられます。

●大学生年代の子等に関する特別控除
　（特定親族特別控除）の創設について
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で前
年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる
場合に、所得控除の適用を受けることができる特定親
族特別控除が創設されます。

問
合
せ

固定資産税（償却資産）について
船場法人市税事務所 固定資産税（償却資産）グループ

4705-2941　    4705-2905
※問合せ可能日時：平日 9時～17時30分

令和8年度以降に実施される
主な税制改正（市民税・府民税）

問
合
せ

弁天町市税事務所 市民税等グループ（個人市民税担当）
4395-2953　    4395-2810

※問合せ可能日時：平日 9時～17時30分（金曜は9時～19時）

▲詳細は
大阪市のHP

12CALENDAR
12月のトピックカレンダー

各種イベント、催しは悪天候などにより、中止・変更となる場合があります。カレンダー内の各イベント・催しの横に記載した数字のページに、詳細情報を掲載しています。

●行政相談

6572-95116576-9625

第1木曜日 14時～16時
※受付は15時まで

日時

●ごみ分別相談・
　フードドライブ・展示提供

第1火曜日 13時30分～15時
西部環境事業センター

日時
問合せ

総務課（総務・人材育成）問合せ

●おもちゃ病院

6575-1212

12月6日（土） 13時～15時日時
港区子ども・子育てプラザ場所

●おもちゃ図書館
12月20日（土） 14時～15時日時
港区社会福祉協議会 3階場所
港区社会福祉協議会問合せ

6552-0901
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26酒害教室 3

おやこクッキング 3

おもちゃ病院 2

法律相談 2

法律相談 2

法律相談 2

法律相談 2 行政相談 2

ごみ分別相談・フード
ドライブ・展示提供 2

移動図書館
まちかど号巡回日 2

移動図書館
まちかど号巡回日 2

日 月 火 水 木 金 土

おもちゃ図書館 2

精神科医による相談 3

精神科医による相談 3

移動図書館まちかど号巡回 中央図書館自動車文庫問合せ 6539-3305 

場所 港近隣センター（八幡屋1-4）日時 12月12日（金） 10時～10時30分
場所 天保山第5コーポ2号棟前（築港3-3）日時 12月9日（火） 12時50分～13時40分

ミニミニ
クリスマス会 2

紙ねんどでクリスマス
ケーキを作ろう 2

区役所は12月27日（土）～1月4日（日）まで閉庁しています。
また、システム更新作業のため12月の日曜開庁は実施しません。

2

港区役所はSDGsを推進しています

相
談

12月2日（火）、9日（火）、16日（火）、23日（火） 13時～17時
総務課（総務・人材育成） 6576-9625　    6572-9511問合せ

日時 予約専用電話 050-1808-6070 相談日1週間前の正午から相談日当日の10時までAI電話で24時間受付申込法律相談

月号 No.���広報みなと 2025年
貧困を
なくそう

すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育を
みんなに

住み続けられる
まちづくりを

平和と公正を
すべての人に


